
（１） 舗装・勾配 

 

 

 

 

狸小路バリアフリー整備の内容について 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（３） 狸小路と南北の通りの交差部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１丁目の中通り 

交差点部 

※北から南に車の横断があります。（一方通行） 

現状 

整備後 

②舗装面の改良

（御影石） 

③点字ブロック敷設 

①勾配緩和 

点字周辺の歩行空間（１．５ｍ幅）を色分け 

（２） ２４時間歩行者専用化（予定） 

朝の２時間（８時～１０時）は車が自由に通行 
 

●２４時間、必要最低限の車（荷捌き車等）を除き 

 通行禁止 

●通行する車は「車両通行のルール」を順守 

現状 

整備後 

止めの点字の幅は６ｍ 

【車両通行のルール】 

・通行時、停車時は可能な限りアーケード柱に寄る 

・点字ブロックを跨いだ・踏んだ状態のままで通行しない 等 

 
車両 

横断歩道を設置 

横断歩道の中央部のみ 

目地の幅を狭める 


